
  

 

令和８年度半田市保育所等給食費保護者負担軽減対策補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、給食を実施している私立保育所等に対し、令和８年度において給食

費保護者負担額（以下「負担額」という。）を増額した場合において、当該増額に係る保

護者の経済的な負担の軽減を図ることを目的として、令和８年度半田市保育所等給食費

保護者負担軽減対策補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（補助の対象） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる私立保育所等を運営する事業者（以

下「運営事業者」という。）で、市内に設置されている施設とする。 

（１）市以外の者が設置する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項

に規定する保育所 

（２）市以外の者が設置する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園 

（補助の要件） 

第３条 補助金の交付の対象となる運営事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該

当するものとする。 

（１）令和８年４月以降、第２条に規定する私立保育所等を利用する３歳以上児に対し

て、給食を継続して実施していること。 

（２）令和８年度における負担額を、令和７年度における負担額から増額していること。 

（３）前号の増額した額（以下「増額単価」という。）を保護者から徴収していないこ

と。ただし、増額単価が１，０００円を超える場合にあって、増額単価から１，０

００円を差し引いた額を徴収する場合を除く。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象経費は、前条第２号の増額した額とする。 

（補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付額は、各月初日における３歳以上クラス在籍児童数に、増額単価を

乗じて得た額とする。 

２ 前項の増額単価が１，０００円を超えるときは１，０００円とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、半田市保育

所等給食費保護者負担軽減対策補助金交付申請書（様式第１。以下「交付申請書」とい

う。）に次の各号に掲げる必要書類を添付して、市長が別に定める期日までに申請しな

ければならない。 

（１）令和８年度半田市保育所等給食費保護者負担軽減対策補助金実施調書（別表） 



  

 

（２）令和８年度における負担額を、令和７年度における負担額から増額していること

及び補助金により増額単価を徴収しないことを保護者へ知らせたことがわかる書

類。 

（３）その他、市長が別に定めるもの。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、補助金の交付を決定するとともに、令和８年度半田市保育所等給食費保護者負

担軽減対策補助金交付決定通知書（様式第２）によりその旨を申請者に通知するものと

する。この場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、条件

を付することができる。 

（補助金の変更申請） 

第８条 申請者は、交付申請額を変更しようとする場合は、令和８年度半田市保育所等給

食費保護者負担軽減対策補助金変更交付申請書（様式第３。以下「変更交付申請書」と

いう。）に第６条第１号及び第３号に掲げる必要書類を添付して、市長が別に定める期

日までに申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、令和８年度半田市保育所等給食費保護者負担軽減対策補助金変更交付決定通知

書（様式第４）によりその旨を申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第９条 第７条及び第８条第２項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助

事業者」という。）は、当該交付決定を受けた後、補助金を請求することができる。 

２ 補助事業者は、令和８年度半田市保育所等給食費保護者負担軽減対策補助金請求書（様

式第５。以下「請求書」という。）により、補助金を請求するものとする。 

３ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金の取消し及び返還） 

第１０条 市長は、補助事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反し

たときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金

の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（延滞金） 

第１１条 前条の規定により、補助金の返還を求められた補助事業者が、これを納期日ま

でに納付しなかったときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３

０年法律第１７９号）第１９条第２項の規定に準じて算出した延滞金を納付するものと

する。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部

を免除することができる。 

 （帳簿等の整備及び保管） 

第１２条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出に係る証拠書類を整備し、交付決定



  

 

した年度の終了後５年間は保存しなければならない。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


